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適正使用ガイド

薬価基準収載

劇薬 処方箋医薬品注） 注）注意－医師等の処方箋により使用すること

抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター）
ニロチニブ塩酸塩カプセル

ニロチニブカプセル150mg/200mg「サワイ」

1. 警告
1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識・
　　経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、
　　本剤による治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得て
　　から投与を開始すること。
1.2 本剤投与後にQT間隔延長が認められており、心タンポナーデによる死亡も報告されているので、　
　　患者の状態を十分に観察すること。［7.4.2、8.2、9.1.2、9.1.3、10.2、11.1.2参照］

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5参照］

効能又は効果、用法及び用量、警告、禁忌を含む注意事項等情報等については、最新の電子添文にてご確認ください。


